
QQ＆AA
一般質問

Q.神明公園の施設の利用料は
A.有料化する必要性はない

　
大
山
川
左
岸
の
堤

防
道
路
に
つ
い
て
、

現
在
は
反
射
鏡
の
つ
い
た
標

識
が
道
路
沿
い
の
左
右
に
設

置
さ
れ
て
い
る
。
夜
間
や
雨

天
時
の
車
輌
走
行
に
、
よ
り

安
心
し
て
運
行
で
き
る
よ
う

に
、
セ
ン
タ
ー
に
反
射
式
埋

め
込
み
誘
導
標
の
設
置
を
提

案
す
る
。

　

　
一
方
通
行
の
道
路

の
セ
ン
タ
ー
に
、
反

射
式
の
埋
め
込
み
誘
導
標
を

設
置
す
る
と
、
オ
ー
ト
バ
イ

が
走
行
す
る
際
に
、
ス
リ
ッ

プ
事
故
が
発
生
す
る
恐
れ
が

あ
る
。
か
え
っ
て
危
険
で
あ

る
。

　
道
路
構
造
令
で
の
規
定
も

な
い
こ
と
か
ら
、
設
置
は
不

適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

AA

　
青
山
地
内
の
神
明

公
園
の
施
設
利
用
に

つ
い
て
、
町
内
の
公
共
施
設

利
用
料
の
改
定
に
あ
わ
せ
て
、

神
明
公
園
内
施
設
利
用
者
の

負
担
を
検
討
す
る
こ
と
を
提

案
す
る
。
週
末
や
休
日
な
ど

は
多
く
の
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ

て
い
る
。

　
又
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施
設
な

ど
は
、
町
内
外
の
皆
さ
ん
に

も
大
変
好
評
で
予
約
も
な
か

な
か
出
来
な
い
と
聞
い
て
い

る
。
航
空
館
ブ
ー
ン
の
入
館

料
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施
設
の
利

用
料
の
検
討
を
提
案
す
る
。

　
航
空
館
は
、
体
験

展
示
に
よ
り
気
軽
に

航
空
文
化
と
科
学
へ
の
興
味

や
、
本
町
へ
の
認
識
を
深
め

て
も
ら
う
。
同
時
に
手
軽
な

観
光
施
設
と
し
て
も
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、

入
館
し
や
す
い
無
料
施
設
が

最
善
と
考
え
る
。

　
次
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
炉
も
遊

具
と
同
じ
公
園
施
設
の
一つ
と

し
て
、
そ
の
利
用
実
態
は
、

炉
の
提
供
の
み
を
行
っ
て
い

る
。
特
段
、
有
料
化
す
る
程

の
必
要
性
は
な
い
と
考
え
る
。
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家族連れで賑わう神明公園
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QQ＆AA
一般質問

尾野 康雄 議員

A.関係機関との連携強化が重要

今村 一正 議員

　
①
過
去
に
発
生
し

　
　
た
が
、
先
生
と

保
護
者
が
協
力
し
、
丁

寧
に
対
応
し
た
。
よ
っ
て

短
期
間
の
う
ち
に
解
消

で
き
た
。
体
罰
に
よ
る

不
登
校
の
事
例
は
な
い
。

②
文
部
科
学
省
の
平
成
18

年
通
知
に
基
づ
い
て
判

断
し
て
い
る
。

③
出
席
停
止
の
事
例
は
な

い
。
取
扱
い
の
詳
細
は
、

町
教
育
委
員
会
の
要
綱

に
定
め
て
い
る
。

④
学
校
の
取
り
組
み
へ
の
支

援
と
点
検
、
研
修
会
の

設
定
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
相
談
体
制

の
充
実
や
警
察
・
児
童

相
談
所
等
の
関
係
機
関

と
の
連
絡
体
制
づ
く
り

に
努
力
し
て
い
る
。

⑤「
校
内
い
じ
め
対
策
委
員

会
」
は
、
全
職
員
に
よ

る
指
導
法
の
検
討
会
を

開
き
共
通
理
解
を
図
っ
て

い
る
。

　「
町
い
じ
め
問
題
等
対

策
委
員
会
」
は
、
学
校

の
職
員
や
県
関
係
諸
機

関
の
担
当
職
員
の
参
加

に
よ
り
、
ケ
ー
ス
検
討

を
通
し
て
基
本
的
な
研

究
を
重
ね
て
い
る
。

⑥
両
委
員
会
の
協
議
内
容

は
、
個
人
情
報
に
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
情
報

公
開
は
行
っ
て
い
な
い
。

⑦
体
罰
等
に
つ
い
て
は
、
文

部
科
学
省
通
知
を
十
分

参
酌
し
判
断
す
る
。

⑧
警
察
等
関
係
機
関
と
の

迅
速
・
緊
密
な
連
絡
体

制
を
整
え
る
。
町
内
在

住
の
学
校
関
係
者
の
情

報
収
集
に
よ
り
、
事
案

の
早
期
発
見
と
早
期
解

決
に
努
め
る
。

AA

　
い
じ
め
に
加
え

て
、
体
罰
が
表
面
化

し
て
き
て
い
る
。
体
罰
と
懲

戒
の
区
別
も
不
明
確
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
本
町
の
現
状

と
対
応
に
つ
き
次
の
点
を
聞

く
。

①
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
中

　
に
、
い
じ
め
・
体
罰
の
原

　
因
は
な
い
か
。

②
い
じ
め
・
体
罰
の
定
義
は
。

③
加
害
児
童
・
生
徒
の
出
席

停
止
は
あ
っ
た
か
。
ま
た

加
害
児
童
・
生
徒
に
対
し

て
の
取
り
扱
い
は
。

④
い
じ
め
・
体
罰
へ
の
教
育

　
委
員
会
の
取
り
組
み
は
。

⑤「
校
内
い
じ
め
対
策
委
員

　
会
」「
町
い
じ
め
問
題
等

　
対
策
委
員
会
」
の
構
成
メ

　
ン
バ
ー
と
活
動
は
。

⑥
両
委
員
会
の
情
報
公
開
は

　
ど
う
し
て
い
る
の
か
。

⑦
体
罰
と
懲
戒
そ
し
て
指
導

　
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て

　
い
る
の
か
。

⑧
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
は

　
ど
の
よ
う
に
と
っ
て
い
る

　
の
か
。
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Q.いじめ・体罰の現状と対応は

Q.堤防道路に埋め込み式
誘導標の設置を

A.誘導標の設置は
不適当である

1213
とよやま議会だよりNO.１２４　平成２５年５月１日とよやま議会だよりNO.１２４　平成２５年５月１日


